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本
山
町
営
住
宅
入
居
者
公
募

本
山
町
営
住
宅
入
居
者
公
募

本
山
町
営
住
宅
入
居
者
公
募

本
山
町
営
住
宅
入
居
者
公
募
の
お
の
お
の
お
の
お
知知知知
ら
せ
ら
せ
ら
せ
ら
せ 

 

◇ 

本
山
町

一般
住
宅

「吉
野
大
西
住
宅
」
の
入
居
者
を
次

の
と
お
り
公
募
し
ま
す 

 

一、
住
宅
の
所
在
地 

本
山
町
吉
野
４
２
７
番
地
１ 

 

二
、
公
募
戸
数 

２
戸

（木
造
二
階
建
） 

 

三
、
間
取
り 

和
室

（６
畳
１
室
、
３
畳
１
室
）、
台
所
、 

浴
室
、
ト
イ
レ

（和
式
汲
み
取
り
） 

電
気
温
水
器
あ
り 

駐
車
場 

１
台
あ
り

（車
庫
） 

 

四
、
家
賃
、
敷
金
等 

 
 

 
 

 

家 

賃 

２
０
，
０
０
０
円 

 
 

 
 

 

敷 

金 

家
賃
３
ヵ
月
分 

 
 

 
 

 
 

○

一般
住
宅
入
居
者
の
資
格 

・居
住
す
る
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
。 

・
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。 

・
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。 

 

◇ 

本
山
町
公
営
住
宅

「吉
野
団
地
」
の
入
居
者
を
次
の
と

お
り
公
募
し
ま
す 

 

一、
住
宅
の
所
在
地 

本
山
町
吉
野
１
６
５
番
地
１ 

 

二
、
公
募
戸
数 

１
戸

（木
造
平
屋
建
） 

 

三
、
１
戸
あ
た
り
床
面
積 

約
５８

・
５
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

四
、
間
取
り 

和
室
（６
畳
１
室
）、
洋
室
（６
畳
１
室
）、 

 
 

 
 

 
 

 

Ｌ
Ｄ
Ｋ

（約
９
畳
）、
浴
室
、 

ト
イ
レ

（洋
式
水
洗
） 

電
化
住
宅

（Ｉ
Ｈ
コ
ン
ロ
、
電
気
温
水
器
） 

 

五
、
家
賃
、
敷
金
等 

 
 

 
 

 

家 

賃 

１
７
，
０
０
０
円
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（所
得
月
額
よ
り
算
定
し
ま
す
） 

 
 

 
 

 

敷 

金 

家
賃
３
ヵ
月
分 

 
 

 
 

 

そ
の
他 

浄
化
槽
管
理
費
等
共
益
費
あ
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

駐
車
場 

１
台
あ
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

屋
外
物
置
あ
り 

 
 

○
公
営
住
宅
入
居
者
の
資
格 

・居
住
す
る
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
、

又
は
そ
の
者
と
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
る
者
。 

・所
得
月
額
が
１５

万
８
千
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。
（た
だ

し
、
高
齢
者
、
障
害
者
又
は
災
害
に
よ
る
場
合
は
２１

万

４
千
円
以
下
）
所
得
月
額
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、

所
得
の
種
類
、
家
族
構
成
等
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、

詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

・
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。 

・
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。 

 

○
申
込
方
法 

役
場
総
務
課
備
付

「本
山
町
営
住
宅
申
込
書
」
に
必
要 

 

事
項
を
記
入
し
、
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
全
員
の
住

民
票
、
所
得
金
額
の
証
明
書
（源
泉
徴
収
票
の
写
し
等
）

を
添
付
し
て
、
役
場
総
務
課
へ
提
出
し
て
下
さ
い
。 

 

○
申
し
込
み
期
限 

１０ 

月
２３

日

（水
）
ま
で 

 

【問
い
合
わ
せ
先
】 

 
 

 

役
場
総
務
課 

電
話 

７６

ー
２
２
２
３ 

  

１０１０１０１０
月月月月
２１２１２１２１

日日日日
か
ら
か
ら
か
ら
か
ら
２７２７２７２７

日日日日
はははは
行
政
相
談
週
間

行
政
相
談
週
間

行
政
相
談
週
間

行
政
相
談
週
間
で
す
で
す
で
す
で
す    

 

国
の
仕
事
や
サ
ー
ビ
ス
で
、
困
っ
て
い
る
事
、
わ
か
ら
な

い
事
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
総
務
省
の
行
政
相
談
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。 

総
務
省
で
は
、
多
く
の
皆
さ
ん
に
行
政
相
談
を
利
用
し
て

頂
け
る
よ
う
毎
年
１０
月
に

「行
政
相
談
週
間
」
を
設
け
、
各

種
の
行
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

当
町
で
も
、
次
の
通
り
、
総
務
大
臣
の
委
嘱
を
受
け
た
行

政
相
談
員
が

「１
日
行
政
相
談
所
」
（無
料
・
秘
密
厳
守
）
を

開
設
し
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
毎
月
第
３
木
曜
日
に
開
設
さ
れ
て
い
る
行
政
相
談

も
実
施
し
ま
す
。 

 

○
１
日
行
政
相
談 

【日 

時
】 

１０
月
２４

日

（木
）
午
前
１０
時
～
午
後
３
時 

【場 

所
】 

本
山
町
役
場

一階
町
民
相
談
室 

 

○
第
３
木
曜
日
の
行
政
相
談 

【日 

時
】 

１０
月
１７

日

（木
）
午
前
１０
時
～
正
午 

【場 

所
】 

本
山
町
役
場

一階
町
民
相
談
室 

 

【問
い
合
わ
せ
先
】 

行
政
相
談
員 

曽
我
部 

巧 

自
宅
／
本
山
町
本
山
３
１
３
番
地
８ 

電
話 

７６
―
２
６
８
７ 

 

 

本
山
町
行
政
連
絡

本
山
町
行
政
連
絡

本
山
町
行
政
連
絡

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
編
集
編
集
編
集
編
集

・・・・
発
行
発
行
発
行
発
行    

本
山
町
役
場

本
山
町
役
場

本
山
町
役
場

本
山
町
役
場    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
    

【【【【隔
週
水
曜
日
発
行

隔
週
水
曜
日
発
行

隔
週
水
曜
日
発
行

隔
週
水
曜
日
発
行
】】】】 

第８７３号  



  平成 2５（20１３）年１０月２日（2） 

平
成
平
成
平
成
平
成
２６２６２６２６
年
度
高
知
県
公
立
学
校

年
度
高
知
県
公
立
学
校

年
度
高
知
県
公
立
学
校

年
度
高
知
県
公
立
学
校    

臨
時
教
員

臨
時
教
員

臨
時
教
員

臨
時
教
員
のののの
募
集
募
集
募
集
募
集
に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て    

高
知
県
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
２６
年
度
の
小
学
校
、

中
学
校
、
高
等
学
校
、
特
別
支
援
学
校
の
臨
時
教
員

（職

名
は
講
師
）
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。 

【教
科

・
科
目
等
】 

○ 

全
教
科

・
科
目
及
び
養
護 

【応
募
で
き
る
人
】 

○ 

次
の
①

・
②
に
該
当
す
る
人 

 

①
次
の
ア
又
は
イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人 

 

ア 

希
望
す
る
学
校
種
別
及
び
教
科

・
科
目
に
対
応
す
る

教
員
の
普
通
免
許
状
を
所
有
す
る
人
（平
成
２６
年
３
月

３１

日
ま
で
に
取
得
す
る
こ
と
が
確
実
な
人
を
含
む
。）

又
は
臨
時
免
許
状
を
現
に
所
有
し
て
い
る
人

（応
募
時

に
所
要
免
許
状
の
満
了
の
日
又
は
終
了
確
認
期
限
を
経

過
し
て
い
る
人
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
臨
時
教
員
と
し
て

採
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
速
や
か
に
更
新

講
習
を
受
講
し
、
更
新
手
続
き
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
今
後
、
有
効
期
間
の
満
了
の
日
又
は
終
了
確
認

期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
は
、
免
許
状
の
効
力
を
失
う

こ
と
の
な
い
よ
う
速
や
か
に
更
新
手
続
き
を
と
っ
て
く

だ
さ
い
。） 

 

イ 

臨
時
免
許
状
授
与
申
請
が
で
き
る
人 

 

②
地
方
公
務
員
法
第
１
６
条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
及
び

学
校
教
育
法
第
９
条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し

な
い
人 

 

【待
遇

（平
成
２５
年
度
実
績
）】 

○ 

常
勤
講
師

（期
限
付
講
師
）
の
場
合
、
大
学
新
卒
者
で

給
料
月
額
約
２０

万
円
、
そ
の
他
通
勤
手
当
、
期
末
勤
勉

手
当
等
諸
手
当
あ
り
。 

○ 

非
常
勤
講
師

（時
間
講
師
）
の
場
合
、
時
給
約
３
千
円
、

そ
の
他
交
通
費
相
当
額
。 

【有
効
期
間
】 

○ 

登
録
の
有
効
期
間
は
、
平
成
２６
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

２７
年
３
月
３１

日
ま
で
。 

【採
用
方
法
】 

○ 

登
録
し
て
い
る
人
の
中
か
ら
、
個
々
に
面
接
及
び
健
康
診

断
等
に
よ
る
審
査
を
行
い
、
地
方
公
務
員
法
第
２２
条
第
２
項

又
は
第
３
条
第
３
項
に
よ
る
常
勤
又
は
非
常
勤
の
講
師
と
し

て
採
用
し
ま
す
。 

【願
書

・
募
集
要
項
の
配
布
場
所
】 

○ 

高
知
県
教
育
委
員
会
教
職
員

・
福
利
課

（ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）、
市
町
村
教
育
委
員
会
。 

【応
募
方
法
】 

○ 

募
集
要
項
の｢

応
募
の
手
続｣

に
従
っ
て
、
志
願
書
、
志

願
者
調
査
票
及
び
申
告
書
等
を
、
高
知
県
教
育
委
員
会

教
職
員
・
福
利
課
に
提
出
。 

【提
出
期
間
】 

○ 

平
成
２６
年
４
月
初
旬
の
採
用
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

平
成
２５
年
１０
月
７
日
（月
）
か
ら
平
成
２６
年
２
月
２１

日

（金
）
ま
で
。
年
度
途
中
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
平

成
２６
年
２
月
２１

日
以
降
に
お
い
て
も
受
付
。 

【問
い
合
わ
せ
先
】 

○ 

高
知
県
教
育
委
員
会
教
職
員
・
福
利
課 

 

人
事
企
画
担
当 
電
話 

０
８
８
―
８
２
１
―
４
９
０
３ 

 毎
年
必

毎
年
必

毎
年
必

毎
年
必
ずずずず
健
診
健
診
健
診
健
診
をををを
受受受受
け
ま
し
ょ
う

け
ま
し
ょ
う

け
ま
し
ょ
う

け
ま
し
ょ
う
！！！！ 

 

５
月
か
ら
９
月
ま
で
実
施
し
て
き
た
平
成
２５
年
度
の
地

域
医
療
健
診

（国
保
特
定
健
診
）
に
つ
い
て
は
、
１０
月
以
降

も
延
長
し
て
実
施
し
ま
す
。
今
年
の
健
診
を
ま
だ
受
け
て
い

な
い
方
は
、
下
記
の
日
程
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
希

望
さ
れ
る
方
は
事
前
に
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
で
申
し
込
み

を
し
て
下
さ
い
。 

 
 

 

※ 

健
診
費
用
は
無
料
で
す
。
（心
電
図
検
査

・
前
立
腺
検

査

・
３０
～
６５
歳
の
方
は
肝
炎
検
査
と
ピ
ロ
リ
菌
検
査
も

含
ま
れ
て
い
ま
す
。） 

※ 

肝
炎
検
査
、
ピ
ロ
リ
菌
検
査
は
、
今
ま
で

一度
も
受
け

て
い
な
い
方
が
対
象
で
す
。 

※ 

国
保

（４０
歳
～
７４
歳
）
の
方
で
、
人
間
ド
ッ
ク
で
の

健
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
特
定
健
診
の
受
診
券
を
持
参

す
る
と
人
間
ド
ッ
ク
の
健
診
費
用
が
割
引
き
さ
れ
ま
す
。

国
保
の
受
診
券
を
持
参
し
て
受
診
し
て
下
さ
い
。 

 

（嶺
北
中
央
病
院
以
外
の
健
診
機
関
と
な
り
ま
す
。） 

【問
い
合
わ
せ
先
】 

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

電
話
７０-

１
０
６
０ 

３
月
３
日

（月
） 

２
月
１７

日

（月
） 

１
月
２０

日

（月
） 

１２
月
１６

日

（月
） 

１２
月
９
日

（月
） 

１１
月
２５

日

（月
） 

１１
月
１１

日

（月
） 

１０
月
２８

日

（月
） 

１０
月
２１

日

（月
） 

１０
月
７
日

（月
） 

健 

診 

日 

８
時
３０
分
～
９
時
３０
分 

８
時
３０
分
～
９
時
３０
分 

８
時
３０
分
～
９
時
３０
分 

８
時
３０
分
～
９
時
３０
分 

８
時
３０
分
～
９
時
３０
分 

８
時
３０
分
～
９
時
３０
分 

８
時
３０
分
～
９
時
３０
分 

８
時
３０
分
～
９
時
３０
分 

１３
時
３０
分
～
１４
時
３０
分 

８
時
３０
分
～
９
時
３０
分 

１３
時
３０
分
～
１４
時
３０
分 

８
時
３０
分
～
９
時
３０
分 

１３
時
３０
分
～
１４
時
３０
分 

 

受 

付 

時 

間 


